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４ 職員の手当の状況 

(1) 期末手当・勤勉手当（令和４年度） 

横須賀市 神奈川県 国 

1人当たり平均支給額 

1,609 千円 

１人当たり平均支給額 

1,708 千円 
－ 

（４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

 2.40 月分    2.00 月分 

(1.35)月分   (0.95)月分 

（４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

  2.40 月分    2.00 月分 

 (1.35)月分   (0.95)月分 

（４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

  2.40 月分    2.00 月分 

 (1.35)月分   (0.95)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加

算措置 

役職加算  5～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

    役職加算    5～20％ 

管理職加算   10～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

役職加算    5～20％ 

管理職加算  10～25％ 

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（横須賀市） 

　活用している成績率
支給可能な

区分
支給実績が
ある区分

支給可能な
区分

支給実績が
ある区分

　　上位、標準、下位の成績率 ○

　　上位、標準の成績率

　　標準、下位の成績率

　　標準の成績率のみ（一律）

　活用予定時期

 ロ．人事評価を活用していない ○

未定

令和５年度中における運用 特定職員 一般職員

 イ．人事評価を活用している ○

 

 

(2) 退職手当（令和５年４月１日現在） 

横須賀市 国 

（支給率）     自己都合      勧奨・定年 

勤続20年     19.6695 月分   24.586875 月分 

勤続25年     28.0395 月分   33.27075  月分 

勤続35年     39.7575 月分   47.709    月分 

最高限度    47.709  月分   47.709    月分 

その他の加算措置 ：なし 

 

1人当たり平均支給額 

2,164 千円    21,181 千円 

（支給率）     自己都合      応募認定・定年 

勤続20年     19.6695 月分   24.586875 月分 

勤続25年     28.0395 月分   33.27075  月分 

勤続35年     39.7575 月分   47.709    月分 

最高限度    47.709  月分   47.709    月分 

その他の加算措置 ： 定年前早期退職特例措置 

          (割増率2～45％) 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額です。   
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 (3) 地域手当（令和５年４月１日現在） 

支 給 実 績（令和４年度決算）  1,184,532 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）   407 千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度(支給率) 

全地域       10 ％ 2,907 人   10 ％ 

 

 

 (4) 特殊勤務手当（令和５年４月１日現在） 

支給実績（令和４年度決算） 119,165 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 176,019 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度決算） 22.8 ％ 

手当の種類（手当数） 13 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（４年度決算） 

左記職員に対する 

支給単価 

福祉業務手当 社会福祉主事、知的障

害者福祉司等 

社会福祉の現業に従事 
5,902 千円 

日額 300円 

児童福祉司、児童心理

司等 

児童相談所における社会福祉

の現業に従事 
9,926 千円 

日額 1,000円 

深夜特殊業務手当 総務課警備員、広域処

理センター交代制勤

務者 

正規の勤務時間による勤務の

一部又は全部が深夜において

行われる業務に従事 

294 千円 

1勤務 200円～800円 

防疫作業手当 医師、消防吏員以外の

職員 

感染症患者の救護、防疫作業

に従事 56 千円 
日額 200円 

 （特例） 全職員 市長が定める区域等におい 

て、新型コロナウイルス感染

症から市民等の生命及び健康

を保護するために緊急に行わ

れた措置に係る作業に従事 

 25,976 千円 

日額 

3,000円（下記以外）、

4,000円（患者の身体に接

触し、又は長時間にわた

る作業に従事した場合） 

保健所等業務手当 医師、歯科医師 保健所等に勤務する医師・歯

科医師が所定の業務に従事 2,760 千円 
月額100,000円以内 

 

特 

別 

手 

当 

用地交渉特別手

当 

全職員 公共用地の取得等に係る交渉

業務に従事 
12 千円 

1件 180円（昼間）、230

円（夜間） 

下水管内検査等

手当 

財務部職員、建設部職

員 

下水管内の検査、清掃業務等

に従事 
0 千円 

日額 150円（新設管）、

300円（使用管） 

自宅待機手当 全職員 業務命令により自宅待機した

とき 
914 千円 

日額 450円（平日）、1,800

円（週休日、祝日） 

特殊車両運転手

当 

建設部職員 重機車両等の運転業務に従事 
0 千円 

日額 200円 

 

道路上作業手当 建設部職員 指定された路線において、交

通を遮断することなく道路の

維持・補修作業に従事 

73 千円 

日額 200円 

高所作業手当 環境部職員 地上10メートル以上の足場の

不安定な高所において、点検

・維持管理作業等に従事 

214 千円 

日額 150 円 

時間を単位とす

る特殊勤務手当 

全職員 勤務時間外に災害対応等の業

務に従事 
20,521 千円 

一般職員 2,247円 

医師・歯科医師 3,770円 

救急出動手当 消防吏員 救急業務に従事 
14,835 千円 

1回 150円、510円（救急

救命士） 



- 11 - 

災害出動手当 消防吏員 水震火災等の災害防御又は警

戒業務に従事 
1,890 千円 

1回 300円、2,300円（毒

性物質等による災害） 

特殊作業手当 消防吏員 地上又は水上10メートル以上

の足場の不安定な高所で消防

作業等に従事 

247 千円 

日額 150円 

潜水手当 消防吏員 潜水器具を着用して人命救助

等のため潜水作業に従事 
72 千円 

200円～1,000円 

交替制勤務手当 消防吏員 常時24時間の勤務に服する職

員が当該勤務に従事 
26,799 千円 

1回 600円 

国際緊急援助隊手当 消防吏員 国際緊急援助隊の派遣に関す

る法律に規定する国際緊急援

助活動に従事 

0 千円 

日額 4,000円 

教員特殊業務手当 高等学校等教職員 教職員が非常災害時における

生徒の保護等の業務に従事 
8,674 千円 

1回 400円～7,500円 

教育業務連絡調整手

当 

高等学校教職員 

（主任） 

教務主任等が担当業務に従事 
0 千円 

日額 200円 

 

 (5) 時間外勤務手当 

支給実績（令和４年度決算） 953,746 千円 

職員1人当たり平均支給年額(令和４年度決算) 321 千円 

支給実績（令和３年度決算） 970,134 千円 

職員1人当たり平均支給年額(令和３年度決算) 322 千円 

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（４年度・３年度決算）」と同じ 

年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない

職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。  

 

 (6) その他の手当（令和５年４月１日現在） 

 

手当名 

 

内容及び支給単価 
国の制度

との異同 
国の制度と異なる内容 

支給実績 

(令和４年度決算) 

支給職員１人当たり

平均支給年額 

(令和４年度決算) 

扶養手当 

配偶者        7,700円 

異なる 

配偶者         6,500円 

307,344 千円 250,484 円 

配偶者以外の扶養親族 

 子    10,100円 

父母等  7,700円 

配偶者以外の扶養親族 

子  10,000円 

父母等  6,500円 

配偶者のない職員の扶養

親族のうち1人 

子   11,600円 

父母等  7,700円 

扶養親族でない配偶者が

ある場合のうち1人 

子   10,100円 

父母等  7,700円 

満16歳の年度初めから満

22歳の年度末までの子等

の扶養親族(加算) 

 5,500円 

異なる 

満16歳の年度初めから満

22歳の年度末までの子等

の扶養親族(加算) 

               5,000円 
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住居手当 

自己所有住宅 

              8,900円 

借家・借間  支給限度額 

30,300円 

異なる 
借家・借間 支給限度額 

              28,000円 
420,623 千円 214,603 円 

通勤手当 

通勤距離２km以上に支給 

交通機関利用者：運賃相

当額 支給限度55,000円 

交通用具利用者：通勤距

離に応じて支給 

    支給限度31,600円 

同じ － 288,518 千円 108,998 円 

管理職手当 

管理又は監督の地位にあ

る職員のうち規則で指定

する職、級にある者に対

して支給 

８級（局長又は部長）  

100,000円～130,000円 

７級（次長） 

   85,000円～90,000円 

６級（課長） 

  75,000円～80,000円 

５級（課長補佐） 60,000円 

異なる 

俸給の特別調整額 

行 政 職 俸 給 表 (一 )を

適用する職員 

46,300円～139,300円  

 

318,473 千円 842,521 円 

初任給調整手当 

医師、歯科医師に採用さ

れた職員で採用後35年を

経過しない職員に採用後

等の期間に応じて支給 

異なる 

国の制度では、科学技術

に関する専門知識を有す

る職員を対象とするなど

支給範囲及び支給額が異

なる。 

8,940 千円 1,788,000 円 

夜間勤務手当 

正規の勤務時間として、

午後10時から翌日午前5

時までの間に勤務するこ

とを命じられた職員に支

給 

時間外勤務手当基礎額×

25/100×夜間勤務時間数 

同じ － 31,875 千円 84,325 円 

宿日直手当 

宿直勤務又は日直勤務を

命ぜられた職員に支給 

勤務1回につき 5,500円 

異なる 
勤務1回につき 4,400円

～21,000円 
4,287 千円 147,836 円 

産業教育手当 

実習を伴う工業に関する

科目を主として担任する

教諭等に支給 

給料表の級号給に応じて

18,000円～38,000円 

－ － 0 千円 0 円 

定時制教育手当 

定時制課程を置く高等学

校の校長及び教員(本務

として定時制教育に従事

する養護教諭、養護助教

諭及び実習助手に限る。)

に対して支給   校長

27,000円、教員34,000円 

－ － 732 千円 732,000 円 

義務教育等教員 

特別手当 

教育職員に対して支給 

給料表の級号給に応じて

8,000円を超えない範囲

内 

－ － 4,663 千円 79,037 円 


